
日影の対象建物
平均地盤
面からの
測定面

敷地境界から水
平距離が５ｍを
越え１０ｍ以内

範囲の日影時間

敷地境界から
水平距離が１０
ｍを越える範囲

の日影時間

勾配 適用距離 立上がり 勾配 立上がり 勾配

軒の高さが７ｍを越える建
築物又は地階を除く階数３
階以上の建築物

１．５ｍ ５ｍ 1.25 １０ｍ
北側面隣地境

界１ｍ
その他隣地境

界0.5ｍ

１５０㎡

１００㎡

５時間 ３時間

２０ｍ(指定容積

率≦400%)

２５ｍ(400%<指定

容積率≦600%)

住宅用
途不可

高さが１０ｍ越える建築物 ４ｍ ４時間 ２．５時間 1.25 ２０ｍ ２０ｍ 1.25
宅地分
割不可
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注意１）建築協定、地区計画区域等内は上記の内容と異なる場合があります。
注意２）中高層建築物、開発物件、景観形成地区内等は外壁後退が別途必要な場合があります。
注意３）一戸建て住宅以外については、茨木市開発行為等に関する基準（※3）第３をご覧ください。
注意４）過去に開発許可を受けた区域では都市計画法第４１条の制限が定められていることがあります。

※1 茨木市内で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域はありません。
※2 都市政策課ホームページ　 　　　　　　　https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/toshiseisaku/index.html
※3 茨木市開発行為等に関する基準　　　　https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/43/01_shinsashidokizyun.pdf

各用途地域等における建築制限等

用途地域等

日　影　規　制 道　路　斜　線 隣地斜線 北側斜線

絶対
高さ

壁面後退
注意２)

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域

４時間 ２．５時間

1.25 ２０ｍ
第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域

高さが１０ｍ越える建築物 ４ｍ ２０ｍ 1.25
第１種住居地域
第２種住居地域
準住居地域

７５㎡
近隣商業地域
商業地域

　日影規制対象外
（建築基準法第５６条の２第５項の場合は日影規制の適用を受け
ます）

1.5 ３１ｍ 2.5準工業地域

２０ｍ

工業地域

市街化調整区域

容積率の
低減係数

※１

4/10
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最低敷
地面積
（一戸建て
住宅の場

合）
注意３）

高度地区

別
途
、

都
市
政
策
課
（

※
２
）

に
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い

別
途
、

都
市
政
策
課
（

※
２
）

に
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い

指定建蔽率

指定容積率

60%
200%

注意４）



敷地面積

２００㎡越える

２００㎡以下

　内角：当該道路の中心線によって構成される角度

　周長：当該敷地における道路境界線と隣地境界線の長さの合計（下図の場合は、ℓ 1からℓ 4までの長さの合計）

※敷地の角切りが必要な場合は、周長は角切りを考慮して算出してください。

　間隔：当該道路間の内側の距離

※敷地が不整形である場合の取り扱いについては、別途お問い合わせください。

角
地
緩
和

内角が120度以下の2つの道路によってで
きた角地で周長の1/3以上が接道している
場合

間隔25m以下の2つの道路の間にあ
る敷地で周長の1/4以上が接道して
いる場合

それぞれの幅員が6ｍ以上の道路でその和が15ｍ以上の場合は
角地緩和適用

それぞれの幅員が４ｍ以上の道路の場合は角地緩和適用

内角

敷地

道路

道路

敷地

隣地

道路

ℓ4

ℓ1

ℓ2

ℓ3

敷地 間隔

道路

道路


